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久
留
米
藩
主
有
馬
忠
頼
の
真
宗
寺
院
政
策
に
つ
い
て

―
久
留
米
藩
領
よ
り
福
岡
藩
領
に
移
転
し
た
寺
院
を
め
ぐ
っ
て
―

鷺

山

智

英

は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
福
岡
藩
領
内
に
御
笠
郡
が
置
か
れ
て
い
た
。
現
在
の
筑
紫
野
市
、

太
宰
府
市
、
大
野
城
市
の
三
市
に
ま
た
が
る
範
囲
で
あ
る
。
当
時
そ
の
御
笠
郡
域

に
は
西
本
願
寺
に
属
す
る
寺
院
が
一
七
か
寺
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
寺
院
の
な

か
に
、
久
留
米
藩
か
ら
移
転
し
て
き
た
と
い
う
由
緒
を
持
つ
寺
院
が
あ
る
。
西
福

寺（
筑
紫
野
市
山
家
）・
伯
東
寺（
筑
紫
野
市
原
田
）・
安
紹
寺（
筑
紫
野
市
吉
木
）・

安
楽
寺
（
筑
紫
野
市
本
道
寺
）・
来
光
寺
（
太
宰
府
市
五
条
）
の
五
か
寺
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
寺
院
は
な
ぜ
久
留
米
藩
か
ら
移
転
し
て
き
た
の
か
。
そ
の

理
由
や
経
緯
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
検
討
・
整
理
し
、
ま
た
ど
れ
だ
け
の

寺
院
が
福
岡
藩
領
は
じ
め
他
藩
へ
移
転
し
た
の
か
そ
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。

一

久
留
米
藩
の
宗
教
政
策

江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
久
留
米
藩
の
真
宗
政
策
に
つ
い
て
は『
久
留
米
市
史
』

＊
1

が
詳
し
い
。
そ
の
記
述
を
も
と
に
初
代
藩
主
有
馬
豊
氏
と
二
代
藩
主
有
馬
忠
頼
の

真
宗
政
策
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
初
代
藩
主
有
馬
豊
氏
（
元
和
七
﹇
一
六
二
一
﹈
年
入
国
）
は
、
本
願
寺
の

末
寺
に
つ
い
て
は
、
住
職
が
西
本
願
寺
（
西
派
）
に
つ
く
か
東
本
願
寺
（
東
派
）

に
つ
く
か
判
断
す
れ
ば
よ
い
と
し
、
藩
主
と
し
て
介
入
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
寛
永
十
四
（
一
六
三
七
）
年
ご
ろ
か
ら
東
派
の
末
寺
獲
得
工
作
が
豊

氏
や
家
臣
に
対
し
て
及
ん
で
き
た
。特
に
そ
の
工
作
に
は
大
奥
の
春
日
の
局（
の
ち

に
久
留
米
藩
領
の
真
宗
触
頭
に
な
る
順
光
寺
の
縁
戚
に
あ
た
る
）
な
ど
が
関
わ
っ

て
い
た
。
あ
ま
り
に
も
強
引
で
あ
か
ら
さ
ま
な
働
き
か
け
に
豊
氏
も
怒
り
を
募
ら

せ
、
東
派
へ
の
改
派
を
禁
止
し
た
一
時
期
が
あ
っ
た＊

2

。
そ
の
こ
と
に
よ
り
西
派
へ

改
派
す
る
寺
院
が
多
く
な
り
、東
派
は
わ
ず
か
三
〇
か
寺
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
。

豊
氏
は
ま
も
な
く
再
び
東
西
両
派
へ
の
帰
属
は
住
職
、
門
徒
に
任
せ
る
と
し
た
。
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二
代
藩
主
有
馬
忠
頼
は
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
に
領
内
の
西
派
寺
院
に
対
し

て
東
派
へ
改
派
す
る
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り

定
か
で
は
な
い
が
、
江
戸
城
で
の
忠
頼
と
西
本
願
寺
門
跡
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
と
か
、
大
井
川
で
橋
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
の
西
本
願
寺
門
跡
と
東
本
願
寺
門

主
の
忠
頼
へ
の
対
応
の
違
い
に
よ
っ
て
忠
頼
が
西
本
願
寺
門
跡
に
怒
り
を
持
っ
た

と
い
う
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る＊

3

。

千
葉
乗
隆
氏
は
『
徳
川
実
記
』
の
記
事
を
挙
げ
て
、
江
戸
城
で
の
西
本
願
寺
門

跡
と
有
馬
忠
頼
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
閏

正
月
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
順
光
寺
（
久
留
米
市
）
の
古
文
書
か
ら
、

同
年
三
月
中
旬
に
、
江
戸
城
内
の
将
軍
家
光
の
前
に
お
い
て
、
有
馬
忠
頼
と
東
本

願
寺
門
跡
宣
如
が
引
き
合
わ
さ
れ
会
談
し
た
結
果
、
藩
内
の
西
派
末
寺
を
す
べ
て

東
派
に
移
す
こ
と
に
し
た
と
し
て
い
る＊

4

。

忠
頼
は
突
然
西
派
へ
の
嫌
悪
を
示
し
、
追
放
令
を
出
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
父
豊
氏
が
藩
主
の
時
、
春
日
の
局
側
の
者
が
豊
氏
や
そ
の
側
近
に
対
し
て

東
派
の
末
寺
獲
得
工
作
を
行
っ
て
い
た
際
に
は
、
す
で
に
忠
頼
へ
も
接
触
し
て
き

て
い
た
の
で
あ
る
。
忠
頼
は
東
派
側
と
親
交
を
結
ん
で
お
り
、
豊
氏
に
と
っ
て
は

忠
頼
の
動
向
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
豊
氏
が
忠
頼
か
ら

ど
の
よ
う
な
指
示
が
な
さ
れ
て
も
承
服
し
て
は
い
け
な
い
と
家
臣
に
書
状
で
伝
え

て
い
る＊

5

。
こ
の
よ
う
に
藩
主
に
な
る
前
の
忠
頼
と
東
派
側
の
つ
な
が
り
は
す
で
に

で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
忠
頼
は
領
内
の
す
べ
て
の
寺
院
が
東
派
に
改
派
す
る
こ
と

を
望
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
忠
頼
が
藩
主
と
な
り
西
派
追
放
後
順
光
寺

を
触
頭
に
任
命
し
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
順
光
寺
住
職
は
春

日
の
局
の
縁
戚
に
あ
た
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二

福
岡
藩
領
お
よ
び
そ
の
他
の
藩
領
へ
移
転
し
た
寺
院
の
実
態

久
留
米
藩
か
ら
他
領
へ
移
転
し
た
寺
院
に
つ
い
て
の
実
態
は
す
べ
て
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
草
野
顕
史
氏
は
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
に
西
本
願
寺

へ
の
集
団
帰
参
事
件
が
勃
発
し
、
そ
の
時
に
一
八
か
寺
が
追
放
さ
れ
た
と
し
て
い

る
。
そ
の
う
ち
九
か
寺
に
つ
い
て
、
立
花（
柳
川
）藩
に
五
か
寺
、
黒
田（
福
岡
）

藩
に
三
か
寺
、
鍋
島
（
佐
賀
）
藩
に
一
か
寺
を
挙
げ
、
現
在
も
本
願
寺
派
（
西
本

願
寺
派
）
と
し
て
存
続
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
寺
号
は
紹
介
し

て
い
な
い＊

6

。

ま
た
『
久
留
米
市
史
』
に
は
ま
ず
「
米
府
年
表
」
に
記
さ
れ
て
い
る
、
正
保
四

（
一
六
四
七
）
年
に
追
放
さ
れ
移
転
し
た
寺
院
四
か
寺
を
挙
げ
て
い
る＊

7

。
次
に
明

暦
三
年
に
追
放
さ
れ
た
寺
院
を
一
八
か
寺
と
し
て
お
り
、
そ
の
寺
号
も
挙
げ
て
い

る＊
8

。
し
か
し
、
こ
の
一
八
か
寺
の
中
に
は
正
保
四
年
で
追
放
さ
れ
た
は
ず
の
四
か

寺
の
寺
号
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
寺
院
が
二
度
追
放
処
分
と
な
っ
て
い
る
の
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、「
米
府
年
表
」
の
記
述
を
も
と
に
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
に
追
放
さ
れ

た
寺
院
を
二
か
寺
挙
げ
て
い
る＊

9

が
、
そ
の
う
ち
一
か
寺
は
明
暦
三
年
に
追
放
さ
れ

た
寺
院
で
あ
る
。
こ
れ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
何
ら
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
て
は
後
の
章
で
触
れ
る
と
し
て
、
本
章
で
は
ま
ず
、
寺
伝
・
記

録
お
よ
び
地
誌
や
市
町
村
史
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
久
留
米
藩
か
ら
他
藩
へ
移

転
し
た
寺
院
名
、
移
転
先
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
一

覧
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
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表
1

福
岡
藩

移
転
先

寺
号

資
料
内
容

出
典

御
笠
郡

原
田
村

伯
東
寺

筑
後
国
竹
野
郡
筒
井
村
ニ
ア
リ
シ
ヲ
。
延
宝
四
年
丙
辰
。
了
誓
ト
云
僧
。
当
所
ニ
移
シ
テ
。
一
宇
ヲ

創
立
ス
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌＊
10

』

同

山
家
村

西
福
寺

明
暦
三
年
丁
酉
。
筑
後
国
三
潴
郡
原
古
賀
町
ニ
創
建
ス
。
開
祖
法
名
不
詳
。
其
後
玄
誓
ト
云
僧
。
当
所

ニ
移
ス
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

同

宰
府
村

来
光
寺

寛
文
三
年
癸
酉
。
筑
後
国
竹
野
郡
益
永
村
。
来
光
寺
了
存
ト
云
僧
。
此
所
ニ
移
シ
建
ツ
ト
云
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

同

吉
木
村

安
紹
寺

筑
後
国
竹
野
郡
森
部
村
。
安
紹
寺
二
世
ノ
住
僧
。
伝
応
。
宝
永
二
年
乙
酉
。
此
所
ニ
移
セ
リ
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

同

本
道
寺
村

安
楽
寺

開
山
筑
後
国
久
留
米
安
楽
寺
玄
寮
ト
云
僧
。
明
暦
三
年
丁
酉
。
此
村
ニ
移
リ
テ
創
建
ス
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

夜
須
郡

上
高
場
村

妙
蓮
寺

初
筑
後
国
ニ
ア
リ
。
寛
文
二
年
壬
寅
。
慶
保
ト
云
僧
。
此
所
ニ
移
シ
テ
寺
号
木
仏
ヲ
許
サ
ル
ト
云
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

上
座
郡

小
石
原
村

浄
満
寺

此
寺
モ
ト
ハ
。
筑
後
国
生
葉
郡
吉
井
村
ニ
ア
リ
。
其
第
五
世
ヲ
玄
宅
ト
云
シ
カ
。
明
暦
年
中
。
彼
国
ノ

領
主
ヨ
リ
。
真
宗
西
派
ヲ
除
ケ
。
東
派
ニ
付
ラ
ル
。
玄
宅
其
旨
ヲ
肯
ハ
ス
。
当
国
ニ
来
リ
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

同

菱
野
村

厳
浄
寺

元
禄
年
中
。
筑
後
国
竹
野
郡
樋
口
村
厳
浄
寺
第
八
世
祐
恵
当
国
ニ
来
リ
テ
。
創
建
ス
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

糟
屋
郡

篠
栗
村

妙
福
寺

善
正
ト
云
僧
。
筑
後
国
ヨ
リ
来
リ
。
延
宝
二
年
甲
寅
。
初
メ
テ
立
ツ
。

『
福
岡
県
地
理
全
誌
』

志
摩
郡

稲
留
村

蓮
照
寺

久
留
米
領
の
末
寺
は
東
派
に
な
る
よ
う
領
主
か
ら
申
し
渡
し
が
あ
っ
た
が
、
円
中
は
こ
れ
に
従
わ
ず
木

仏
尊
像
を
背
負
い
、
夜
通
し
徒
歩
で
脱
出
。
現
在
地
に
来
て
蓮
照
寺
を
存
続
し
た

『
新
修
志
摩
町
誌
』

他
藩

移
転
先

記
述
内
容

柳
川
藩
上
妻
郡
原
島
村
専
勝
寺

八
女
郡
黒
木
か
ら
柳
川
藩
上
妻
郡
原
島
村
（
現
立
花
町
原
島
）
へ
移
転
し
た

『
立
花
町
史
』

柳
川
藩
山
門
郡
長
田
村
浄
弘
寺

明
暦
三
年
に
久
留
米
藩
領
を
出
て
矢
部
川
を
越
え
た
長
田
村
に
移
転
し
た

『
筑
後
市
史
』

柳
川
藩
山
門
郡
六
合
村
浄
光
寺

明
暦
年
間
ニ
旧
久
留
米
藩
内
本
願
寺
末
ハ
一
円
東
本
願
寺
末
エ
転
派
ノ
際
第
四
代
ノ
住
了
賀
ト
号
ス
ル

者
、
山
門
郡
六
合
村
ニ
移
転

浄
光
寺
文
書

一
五



三

正
保
四
年
に
追
放
さ
れ
た
と
記
述
さ
れ
た
寺
院
の
真
相

「
米
府
年
表
」
に
は
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
に
忠
頼
が
久
留
米
領
内
の
真
宗

寺
院
は
す
べ
て
東
派
と
す
る
と
命
令
を
出
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
真
教
寺
、

来
光
寺
、
伯
東
寺
、
西
福
寺
は
追
放
さ
れ
た
と
あ
る
が
、「
申
物
帳
」

＊
12

に
よ
れ
ば

真
教
寺
以
外
の
三
か
寺
が
承
応
四
年
に
東
派
へ
帰
参
し
て
い
る
。

西
福
寺

西
福
寺
は
『
木
仏
之
留
・
御
影
様
之
留
』＊
13

に
よ
れ
ば
寛
永
十
一
（
一
六
三
四
）

年
に
准
如
影
像
を
西
本
願
寺
か
ら
下
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
当
時
は
「
惣
道
場
西

福
寺
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
「
申
物
帳
」
で
は
西
福
寺
玄
誓
が
承
応
四

（
一
六
五
五
）
年
四
月
に
「
帰
参
故
西
御
門
跡
御
裏
書
被
遊
替
被
下
候
、
尤
御
礼

な
し
」
と
あ
り
、
帰
参
の
褒
美
と
し
て
太
子
七
高
祖
影
像
を
東
本
願
寺
か
ら
下
付

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
現
在
の
西
福
寺
記
録
「
当
寺
御
法
物
御
裏
控
」
に
よ
れ
ば
「
帰
参
申
直

一
御
開
山
聖
人

明
暦
三
年
丁
酉
六
月
廿
四
日

筑
後
三
潴
郡
久
留
米
原
古
賀

町

西
福
寺
玄
誓

願
主

右
良
如
様
御
筆

取
次
横
田
内
膳
」
と
あ
る
。
こ
の

親
鸞
影
像
は
現
存
し
て
お
り
、
当
時
の
裏
書
き
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

再
び
西
派
へ
帰
参
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
は
忠
頼
の
三
回
忌
が
執
行
さ
れ
た
年
で
、
東
西

両
派
の
対
立
が
表
面
化
し
て
、
久
留
米
領
内
の
二
一
か
寺
が
西
派
に
帰
参
し
た
と

い
う＊
14

。
西
福
寺
も
こ
の
動
き
に
呼
応
し
て
改
派
し
た
こ
と
が
現
存
の
影
像
の
裏
書

き
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
藩
は
こ
の
二
一
か
寺
に
対
し
て
領

外
へ
の
追
放
処
分
と
し
た

＊
15

。
西
福
寺
も
こ
の
追
放
処
分
を
受
け
て
福
岡
藩
御
笠
郡

山
家
に
移
転
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
米
府
年
表
」
が
正
保
四
年
に
西
福
寺
ほ
か
三
か

寺
が
改
派
命
令
に
従
わ
ず
追
放
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
は
正
確
な
記
述
で
は
な

く
、
一
旦
は
東
派
へ
の
改
派
を
受
け
入
れ
た
が
、
明
暦
三
年
に
再
び
西
派
へ
改
派

し
た
こ
と
に
対
し
て
追
放
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

安
紹
寺

安
紹
寺
は
「
米
府
年
表
」
に
よ
れ
ば
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
に
追
放
さ
れ
た

対
馬
藩
田
代
郡
酒
井
西
遍
照
寺

酒
井
西
遍
照
寺
は
、
明
暦
三
年
筑
後
久
留
米
宮
の
陣
か
ら
移
転
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

『
鳥
栖
市
誌
』

佐
賀
蓮
池
藩
神
崎
真
教
寺

明
暦
二
年
初
代
藩
主
鍋
島
直
澄
は
、
佐
賀
願
正
寺
開
基
の
子
熊
谷
雲
山
を
住
職
と
し
た
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
真
教
寺
を
建
立
し
た

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』

佐
賀
県

佐
賀
藩
養
父
郡
小
倉
村
長
入
寺

（
肥
前
）
小
倉
村
へ
＊
11

安
紹
寺
文
書
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と
い
う
。
し
か
し
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
明
暦
年
中
に
竹
野
郡
森
部
村
（
現
久
留
米
市

田
主
丸
町
森
部
）か
ら
下
座
郡
一
木
村
へ
移
転
し
、
そ
の
後
寛
文
七（
一
六
六
七
）

年
に
御
笠
郡
吉
木
村
へ
移
転
し
た
と
し
て
い
る
。

「
申
物
帳
」
に
よ
れ
ば
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
四
月
一
六
日
に
東
派
へ
帰
参

し
て
お
り
、
木
仏
や
親
鸞
・
蓮
如
影
像
を
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
一
旦
は
藩
主
の

改
派
命
令
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
後
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
忠
頼
の
三
回
忌
を

き
っ
か
け
に
西
派
へ
帰
参
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
藩
か
ら
追
放
処
分
と
な
っ
て

い
る＊
16

。真
教
寺

真
教
寺
は
久
留
米
に
お
い
て
は
古
い
由
緒
を
持
つ
寺
院
で
あ
る
。
末
寺
も
数
か

寺
あ
り
久
留
米
藩
で
は
西
派
寺
院
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ＊
17

。

「
申
物
帳
」
に
よ
れ
ば
真
教
寺
善
西
は
末
寺
二
か
寺＊
18

と
と
も
に
正
保
三
（
一
六

四
六
）
年
に
東
本
願
寺
へ
帰
参
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
有
馬
忠
頼
が
説
得
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
圧
力
を
か
け
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
領
内
西
派
寺

院
を
す
べ
て
東
派
へ
改
派
さ
せ
る
た
め
の
布
石
で
あ
り
、
真
教
寺
の
動
向
が
領
内

西
派
寺
院
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
翌
年

に
領
内
の
真
宗
寺
院
は
す
べ
て
東
派
と
す
る
旨
の
命
令
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
米
府
年
表
」
に
は
正
保
四
年
、
真
教
寺
は
「
肥
前
蓮
池
へ
参
る
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
正
確
に
は
西
福
寺
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
真
教
寺
も
一
旦
西
派
に
戻

り
、
そ
の
後
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
移
転
先
の
蓮
池
の
真
教
寺
に
伝
わ
る『
熊
谷
山
真
教
寺
開
基
雲
山
師
年
譜
』

＊
19

（
以
下
『
雲
山
師
年
譜
』）
に
よ
れ
ば
住
職
は
佐
賀
願
正
寺
開
基
寿
閑
の
二
男
雲

山
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
正
保
二
年
に
無
住
で
あ
っ
た
久
留
米
の
真
教
寺
に
住
職

と
し
て
入
寺
し
た
が
、
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
久
留
米
藩
主
の
命
に
よ
り
裏
方

（
東
派
）
に
帰
参
し
た
と
い
う
。
し
か
し
改
派
後
も
密
か
に
西
派
の
寺
法
格
式
を

改
め
ず
に
い
た
の
で
、
そ
の
た
め
追
院
さ
れ
、
妻
子
を
残
し
単
身
京
都
西
本
願
寺

へ
身
を
寄
せ
た
と
い
う
。
そ
の
後
明
暦
二
年
蓮
池
藩
主
よ
り
迎
え
ら
れ
神
崎
町
に

お
い
て
庵
室
を
与
え
ら
れ
、
の
ち
に
真
教
寺
の
寺
号
を
許
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

真
教
寺
の
東
派
へ
の
帰
参
時
期
に
つ
い
て
は「
申
物
帳
」と
の
相
違
が
あ
る
が
、

当
然
「
申
物
帳
」
の
記
述
が
正
確
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
追
院
の
時
期
は

『
久
留
米
市
史
』
は
明
暦
三
年
と
し
て
い
る
が
、
千
葉
乗
隆
氏
は
藩
命
に
よ
り
改

派
し
た
久
留
米
領
内
の
西
派
末
寺
が
藩
役
人
へ
提
出
し
た
誓
紙
を
紹
介
し
て
い

る＊
20

。
そ
の
中
に
真
教
寺
の
誓
紙
が
あ
り
、
日
付
は
承
応
三
年
十
二
月
、
住
職
は
了

延
で
あ
る
。
了
延
は
も
と
肥
後
国
山
鹿
郡
光
専
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら

承
応
二
年
に
雲
山
が
追
院
さ
れ
た
あ
と
に
入
寺
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
申
物
帳
」
の
記
述
と
の
矛
盾
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
雲
山
師
年
譜
』
と
他
の
史
料
と
の
食
い
違
い
が
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
雲
山
が
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
に
久
留
米
の
無
住
で
あ
っ
た
真
教
寺
に

入
寺
し
た
と
あ
る
が
、「
申
物
帳
」
で
は
正
保
三
年
に
は
真
教
寺
住
職
善
西
が
東

派
へ
帰
参
し
て
い
る
。『
雲
山
師
年
譜
』
に
も
寛
永
年
間
の
善
西
の
記
載
は
あ
る

の
で
、
雲
山
は
善
西
の
婿
養
子
と
し
て
入
寺
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
亡
く
な
っ
た

の
ち
に
入
寺
し
た
の
か
、
そ
れ
は
い
つ
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
答
え
を
見
い
だ
す
た

め
に
は
新
た
な
史
料
の
発
掘
が
必
要
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
木
仏
之
留
・
御
影
様
之
留
』
に
は
寛
文
四
年
九
月
に
真
教
寺
雲
山

に
対
し
て
親
鸞
影
像
と
太
子
・
七
高
祖
影
像
が
許
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
但
し
書

一
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き
に
「
鍋
島
甲
斐
守
様
よ
り
書
状
参
候
故
被
下
候
」
と
あ
る
。
甲
斐
守
と
は
佐
賀

蓮
池
藩
初
代
藩
主
鍋
島
直
澄
の
こ
と
で
あ
る
。

四

久
留
米
藩
か
ら
出
国
し
移
転
す
る
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て

改
派
命
令
が
出
た
後
、
出
国
し
た
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
移
転
し
た

の
か
。
そ
の
様
子
を
伝
え
る
記
録
を
持
つ
寺
院
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

上
座
郡
菱
野
の
厳
浄
寺
は
藩
主
忠
頼
の
死
去
後
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
六

月
に
西
派
へ
帰
参
し
た
。
そ
の
後
十
二
月
末
に
久
留
米
藩
の
役
人
が
詮
議
の
た
め

厳
浄
寺
を
訪
れ
た
。そ
の
直
後
、そ
れ
ま
で
は
多
数
の
門
徒
を
預
か
る
大
寺
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
門
徒
を
置
い
て
親
鸞
影
像
と
太
子
・
七
高
僧
影
像
を
持
ち
、
十
人
余

の
親
族
を
引
き
連
れ
て＊
21

ま
ず
筑
前
上
寺
村
へ
移
転
し
、
そ
の
後
現
在
地
に
再
移
転

し
た
と
い
う＊
22

。
再
移
転
先
は
無
住
の
寺
院
で
あ
っ
た
。

御
笠
郡
吉
木
村
の
安
紹
寺
は
『
浮
羽
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
「
あ
ま
り
長
く
改
派
し

な
い
で
い
た
た
め
に
、
藩
公
の
機
嫌
を
損
し
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
堂
宇
を

破
却
さ
れ
家
族
は
追
放
さ
れ
た
と『
米
府
年
表
』に
の
っ
て
い
る
」

＊
23

と
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
浮
羽
町
史
』
に
は
明
暦
三
年
の
忠
頼
三
回
忌
を
契
機
と
し
て
久
留
米

領
内
の
二
一
か
寺
が
西
派
に
帰
参
し
、
安
超
寺＊
24

・
伯
東
寺
・
来
光
寺
・
浄
満
寺
な

ど
が
領
外
へ
追
放
さ
れ
た
と
し
て
い
る＊
25

。
ま
た
安
紹
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
明
暦
年

中
に
竹
野
郡
森
部
村
か
ら
下
座
郡
一
木
村
に
移
転
し
、
そ
の
後
寛
文
七
年
（
一
六

六
七
）
に
御
笠
郡
吉
木
村
へ
移
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
地
頭
の
久
野
仁
右
衛

門
の
母
を
施
主
と
し
て
堂
宇
を
建
立
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
安
紹
寺

が
森
部
村
か
ら
移
転
し
た
の
は
正
徳
五
年
で
は
な
く
、
明
暦
三
年
で
あ
っ
た
と
考

表2 追放された寺院（「申物帳」による）

移転先 寺号 東派へ帰参後申請した年月 追放の跡に入寺後申請した年月
御笠郡 ①来光寺 承応4年2月帰参 1655 万治4年4月 1661

②伯東寺 承応4年2月 1655 万治2年9月 1659
③西福寺 承応4年3月先年帰参 1655 万治2年4月 1659
④安紹寺 承応2年4月帰参 1653 万治2年9月 1659

上座郡 ⑤浄満寺 承応3年10月先年帰参 1654 万治2年5月 1659
⑥厳浄寺 承応2年閏6月帰参 1653 万治2年4月 1659

柳川藩 ⑦浄弘寺 万治2年9月 1659
⑧専勝寺 万治2年9月 1659
⑨浄光寺 寛文7年11月先年追放 1667

肥前田代 ⑩遍照寺 慶安5年4月 1652 万治3年4月 1660
肥前蓮池 ⑪真教寺 正保3年6月 1646 万治2年7月 1659
夜須郡 ⑫妙蓮寺 承応4月12月先年帰参 1655
糟屋郡 ⑬妙福寺 万治2年7月先年帰参 1659
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え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
吉
木
村
に
は
そ
れ
以
前
寛
永
年
間
に
光
行
寺
と
い
う
寺
院

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
寺
が
他
へ
移
転
し
た
の
で
空
き
寺
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
こ
に
安
紹
寺
が
移
転
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

夜
須
郡
上
高
場
村
の
妙
蓮
寺
は
由
緒
に
よ
れ
ば
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
は
「
筑
後

ヨ
リ
伝
来
」
と
あ
り
、
久
留
米
藩
領
か
ら
出
国
す
る
時
に
本
尊
を
持
ち
出
し
て
き

た
こ
と
が
窺
え
る
。

五

西
派
へ
帰
参
し
た
寺
院
へ
の
西
本
願
寺
の
対
応

東
・
西
本
願
寺
に
お
い
て
他
派
か
ら
帰
参
し
た
寺
院
に
対
し
て
は
、
褒
美
と
し

て
影
像
の
申
請
に
必
要
な
御
礼
銀
を
無
料
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
半
額
に
す
る
と

い
う
優
遇
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
慶
安
四
年
二
月
に
筑
前
国
怡
土
郡
長
野

村
金
照
寺
釈
円
正
が
西
本
願
寺
へ
蓮
如
影
像
を
申
請
し
て
い
る
が
、「
帰
参
ニ
付

拝
領
」
と
あ
り
、
帰
参
の
褒
美
と
し
て
下
付
さ
れ
て
い
る＊
26

。
ま
た
前
述
の
よ
う
に

御
笠
郡
の
西
福
寺
が
西
派
へ
帰
参
し
た
と
き
に
は
、
褒
美
と
し
て
太
子
七
高
祖
影

像
を
下
付
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
同
様
に
柳
川
藩
領
へ
移
転
し
た
浄
弘
寺
と
専
勝

寺
は
御
絵
伝
を
下
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
帰
参
の
際
に
褒
美
の
一
種
と
し
て
東
派
で
認
め
ら
れ
て
い
た
「
飛
檐
」

と
い
う
寺
格
を
西
派
で
も
与
え
ら
れ
た
寺
院
も
多
い
。
次
に
紹
介
す
る
史
料
は
久

留
米
藩
か
ら
福
岡
藩
へ
移
転
し
て
き
た
妙
蓮
寺
が
幕
末
の
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）

年
に
西
本
願
寺
へ
対
し
帰
参
の
時
の
褒
美
に
つ
い
て
現
在
の
気
持
ち
と
要
望
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚＊
27

一

拙
寺
儀

以
前
者
筑
後
国
三
瀦
郡
久
留
米
に
て
妙
蓮
寺
と
号
し
、
御
末
寺
之
一
分
ニ
而
御

座
候
処
、
明
暦
之
比
ニ
御
座
候
哉
、
領
主
之
忿
怒
ニ
よ
り
百
ノ
寺
余
も
一
時
ニ
転

派
い
た
し
候
得
共
、
累
代
之
御
洪
恩
難
忘
久
敷
住
馴
し
本
地
を
捨
離
れ
、
筑
前
国

上
高
場
村
ニ
遁
参
り
候
、
其
砌
慶
保
へ
帰
参
之
御
称
誉
□
□
て
衣
袴
と
申
御
免
書

頂
戴
仕
、
難
有
奉
存
候
、
先
ニ
ヨ
リ
申
送
り
申
候
者
、
右
者
国
絹
袈
裟
之
衣
体
ニ

相
当
り
申
者
故
、
永
代
国
絹
御
免
被
仰
付
候
様
相
心
得
申
候
得
共
、
如
何
ニ
存
着

用
等
ハ
不
仕
、空
敷
月
日
を
送
り
申
候
、尚
近
来
者
御
寺
法
御
取
締
り
ニ
付
而
者
、

弥
相
慎
居
申
候
、
右
筑
後
国
騒
動
之
比
拙
寺
而
已
ニ
不
限
、
上
座
郡
小
石
原
村
浄

福
寺
、
御
笠
郡
萩
原
村
西
蓮
寺
、
同
郡
山
家
村
西
福
寺
等
、
い
つ
れ
も
帰
参
之
寺

ニ
御
座
候
処
、
皆
飛
檐
被
仰
付
候
、
拙
寺
之
旧
地
や
は
り
妙
蓮
寺
と
申
裏
方
ヨ
リ

飛
檐
ニ
取
立
ニ
相
成
居
申
候
、
拙
寺
而
已
右
之
御
書
付
者
乍
所
持
、
今
ニ
平
僧
に

て
者
、
何
分
歎
ケ
敷
奉
存
候
、
□
格
別
御
手
厚
き
御
称
誉
と
不
顕
、
帰
参
之
勤
功

も
埋
れ
申
候
段
、
旁
以
残
念
至
極
奉
存
候
、
右
御
書
付
を
強
情
ニ
申
立
候
ニ
而
ハ

無
御
座
候
得
共
、
筑
前
へ
参
候
以
後
、
小
々
門
徒
も
出
来
申
候
得
共
、
極
小
地
ニ

御
座
候
得
者
、
官
職
御
願
申
上
候
力
も
無
御
座
候
間
、
無
拠
歎
願
申
上
候
、
前
顕

之
次
第
御
憐
愍
之
上
、
右
御
書
付
ヲ
永
代
国
絹
袈
裟
御
免
書
へ
御
書
替
被
仰
付
被

下
候
ハ
ゝ
、
拙
寺
門
徒
一
同
無
此
上
難
有
奉
存
、
弥
忠
節
相
励
可
申
上
候
、
尤
白

銀
拾
枚
者
為
御
冥
加
献
上
仕
候
間
、
何
卒
右
宜
敷
御
取
成
之
段
、
偏
ニ
奉
願
上
候

已
上

嘉
永
七
年
寅
八
月

筑
前
国
夜
須
郡
上
高
場
村

一
九



妙
蓮
寺大

忍
（
花
押
）

御
本
山
御
役
人
衆
中
様

久
留
米
藩
か
ら
福
岡
藩
へ
移
転
し
て
き
た
数
か
寺
へ
は
褒
美
と
し
て
「
飛
檐
」

が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
妙
蓮
寺
に
は
認
め
ら
れ
ず
、未
だ
に「
平
僧
」

で
あ
る
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
。
ま
た
、
当
時
「
衣
袴
」
と
い
う
免
書
を
い
た
だ
い

て
い
た
が
、
こ
れ
は
現
在
の
「
永
代
国
絹
袈
裟
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
け
れ

ど
も
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
今
ま
で
着
用
も
で
き
な
か
っ
た
。
今
回
「
衣

袴
」
を
「
永
代
国
絹
袈
裟
」
に
書
き
換
え
て
ほ
し
い
と
要
望
し
て
い
る
。

当
時
の
寺
院
に
と
っ
て
は
寺
格
は
特
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
し
て
、
東
派
で
あ
っ
た
頃
は
「
飛
檐
」
で
あ
っ
た
の
に
、
今
で
は
「
平
僧
」
と

い
う
最
下
位
の
寺
格
で
は
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
あ
っ
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

少
し
で
も
寺
格
を
上
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
西
本
願
寺
へ
要
望
し
た
の
も
で
あ

ろ
う
。

六

移
転
し
た
寺
院
か
、
否
か

前
述
の
よ
う
に
御
笠
郡
に
は
五
か
寺
が
久
留
米
藩
領
か
ら
移
転
し
た
と
い
う
由

緒
を
持
っ
て
い
る
が
、
御
笠
郡
平
等
寺
村
の
光
伝
寺
も
移
転
し
た
寺
院
で
あ
る
と

い
う
。
光
伝
寺
の
由
緒
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

由
緒
其
初
メ
ハ
筑
後
国
竹
野
郡
綾
野
村
光
伝
寺
タ
リ
、
寛
文
之
頃
同
国
久
留

米
藩
主
有
馬
氏
事
故
ニ
依
リ
領
中
一
般
門
末
ヘ
改
派
之
令
厳
重
タ
リ
、
其
ノ

時
該
寺
正
心
ナ
ル
者
本
刹
崇
敬
之
寸
志
ヨ
リ
改
派
之
令
ヲ
不
受
、
御
本
尊
ヲ

供
奉
シ
当
国
此
地
江
来
止
シ
テ
竹
庵
ヲ
結
ビ
光
伝
寺
之
寺
通
称
シ
歴
代
相
続

仕
候
、
依
テ
旧
蹟
筑
後
国
綾
野
ニ
ハ
大
谷
派
光
伝
寺
現
今
歴
然
タ
リ

光
伝
寺
は
こ
の
よ
う
に
久
留
米
藩
か
ら
移
転
し
た
寺
院
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
に
は

此
寺
の
開
基
を
正
心
と
云
。
正
心
ハ
帆
足
弾
正
左
衛
門
と
云
者
の
弟
に
て
、

其
子
孫
相
続
て
住
僧
た
り
と
寺
伝
に
有
。

と
し
て
い
る
。
帆
足
弾
正
は
天
拝
山
（
筑
紫
野
市
）
中
腹
の
飯
盛
山
に
あ
っ
た
筑

紫
氏
の
出
城
の
城
主
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
出
城
は
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）

年
に
島
津
軍
を
迎
え
撃
ち
、
岩
屋
城
と
と
も
に
落
城
し
て
い
る
。
弾
正
の
弟
が
兄

の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
出
家
し
正
心
と
な
り
光
伝
寺
を
開
基
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
江
戸
期
の
寺
伝
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
り
、
久
留
米
か
ら
移
転
し
た
と
い
う
こ

と
は
一
言
も
出
て
い
な
い
。

一
方
「
申
物
帳
」
に
よ
れ
ば
久
留
米
藩
の
光
伝
寺
伝
守
は
承
応
四
年
二
月
に
東

派
へ
帰
参
し
、「
西
御
門
跡
御
裏
被
遊
替
候
故
御
礼
銀
な
し
」
と
し
て
親
鸞
影
像

や
木
仏
（
阿
弥
陀
如
来
像
）
を
許
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
文
七
（
一
六
六
七
）

年
二
月
に
光
伝
寺
伝
守
は
「
飛
檐
」
を
許
さ
れ
て
い
る
。
承
応
時
、
寛
文
時
共
に

住
職
は
伝
守
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
寛
文
時
に
は
「
追
放
之
跡
」
と
い
う
文
言
も
な

い
こ
と
か
ら
久
留
米
藩
の
光
伝
寺
は
福
岡
藩
の
光
伝
寺
と
の
つ
な
が
り
は
な
い
と

二
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し
か
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
久
留
米
藩
の
光
伝
寺
に
は
追
放
さ
れ
た
と
か
移

転
し
た
と
い
う
寺
伝
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
（
現
住
職
談
）。

し
か
し
、
ま
っ
た
く
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
筑
後
国
上
妻
郡
福
島
町

明
永
寺
了
空
が
万
治
四
（
一
六
六
一
）
年
十
一
月
に
親
鸞
影
像
を
申
請
し
て
い
る

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
前
廉
安
置
之
絵
賛
西
方
へ
居
申
候
老
僧
取
隠
候
」（「
申

物
帳
」）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
以
前
安
置
し
て
い
た
親
鸞
影
像
は
西
派
に

所
属
し
て
い
る
老
僧
（
前
住
職
か
）
が
ど
こ
か
に
隠
し
置
い
て
い
る
の
で
、
新
た

に
申
請
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
住
職
な
り
が
東
派
へ
の
帰
参

を
強
行
に
是
と
し
な
い
場
合
、
一
つ
の
寺
院
が
東
西
両
派
に
分
裂
す
る
と
い
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
永
寺
の
老
僧
が
西
派
の
寺
院
を
建
立
し
た
か

に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
福
岡
藩
に
お
い
て
は
粕
屋
郡
の
託
乗
寺
が
寺
院
内
で
東

西
ど
ち
ら
の
派
に
つ
く
か
で
紛
糾
し
、
結
局
東
西
両
派
に
同
じ
寺
号
の
託
乗
寺
が

存
在
す
る
と
い
う
事
例
が
あ
る＊
28

。

ま
た
浮
羽
郡
恵
利
村
の
長
念
寺
に
も
移
転
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
念
寺
の
住
職
が
お
城
へ
東
派
へ
改
派
し
な
い
旨
を

願
い
出
に
出
向
い
た
帰
り
に
武
士
か
ら
切
り
つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
り
、
這
々
の
体

で
筑
後
川
を
渡
り
福
岡
藩
領
へ
逃
げ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
上
座
郡
久
喜
宮
村
の
長

念
寺
（
西
派
）
で
あ
る
と
い
う
が
、
同
寺
に
は
筑
後
か
ら
移
転
し
た
と
い
う
由
緒

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

七

改
派
命
令
に
従
っ
た
寺
院
と
そ
の
理
由

光
教
寺
は
浮
羽
地
方
で
は
有
力
な
真
宗
寺
院
で
、
教
如
上
人
の
九
州
下
向
の
際

に
は
先
触
れ
状
が
届
け
ら
れ
る
ほ
ど
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
光

教
寺
第
九
世
願
通
の
時
有
馬
忠
頼
に
よ
り
東
派
へ
の
改
派
命
令
が
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
願
通
は
藩
主
の
命
令
に
従
い
東
派
へ
帰
参
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。

国
主
命
ニ
随
て
東
本
山
え
帰
参
い
た
し
候
へ
ハ
西
御
門
主
え
対
し
て
不
忠
不

義
と
も
な
る
べ
し
、
若
又
他
国
へ
出
候
て
ハ
御
国
恩
を
忘
却
す
る
の
罪
過
あ

り
、
進
退
身
ニ
せ
ま
り
て
倒
惑＊
29

そ
の
時
に
有
馬
内
記
（
久
留
米
藩
家
老
）
が
次
の
よ
う
に
願
通
へ
言
っ
た
と
い

う
。

此
節
之
儀
は
改
宗
と
申
事
ニ
て
ハ
無
之
、
東
西
ハ
元
来
一
致
之
宗
旨
の
事
ニ

候
ヘ
ハ
、
東
流
え
帰
参
被
致
候
て
も
左
迄
仏
祖
え
対
し
不
忠
ト
ハ
相
成
申
間

敷
候
、
且
又
是
迄
教
導
被
申
来
候
門
徒
多
数
振
捨
ら
れ
し
も
又
仏
祖
え
対
し

不
本
意
ニ
も
可
有
之
哉
、
若
此
度
他
国
へ
出
ら
れ
候
へ
は
西
御
門
主
え
は
忠

節
ニ
似
た
れ
ど
も
第
一
ニ
ハ
御
国
恩
を
う
し
ろ
ニ
な
し
、
二
ニ
ハ
有
縁
の
門

徒
を
捨
ら
る
る
の
罪
あ
り
、
依
之
是
非
是
非
此
節
ハ
東
本
願
寺
え
帰
参
可
有

之
、
左
候
え
は
仏
祖
え
忠
節
も
相
立
、
且
又
御
国
制
を
も
背
か
れ
ず
、
是
に

過
た
る
名
案
分
別
も
有
之
間
敷
候

有
馬
内
記
が
い
う
に
は
、
本
願
寺
は
も
と
も
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
改
宗

と
い
う
こ
と
に
は
あ
た
ら
な
い
。
東
派
へ
帰
参
し
て
も
宗
祖
親
鸞
し
た
い
し
て
不

二
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忠
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
お
預
か
り
し
て
き
た
門
徒
を
多
数
捨
て
て
他

領
へ
移
る
の
は
宗
祖
親
鸞
に
た
い
し
て
も
不
本
意
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
度
他
国

へ
出
て
西
派
を
守
れ
ば
西
本
願
寺
の
ご
門
主
へ
は
忠
節
を
つ
ら
ぬ
い
た
よ
う
に
思

え
る
が
、
第
一
に
は
御
領
主
の
御
恩
へ
の
裏
切
り
、
第
二
に
は
お
預
か
り
し
て
い

た
門
徒
を
捨
て
る
と
い
う
罪
が
あ
る
。
な
の
で
こ
の
度
は
是
非
東
派
へ
帰
参
し
な

さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
宗
祖
親
鸞
へ
も
忠
節
が
た
つ
し
、
御
国
制
に
も
背
か
ず
に
済

む
。
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
名
案
は
な
い
、
と
。

そ
の
結
果
、
光
教
寺
は
東
派
へ
帰
参
し
た
の
で
あ
る
。

八

移
転
し
た
寺
院
同
士
の
つ
な
が
り

久
留
米
藩
か
ら
移
転
し
た
寺
院
数
が
一
番
多
い
の
は
福
岡
藩
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
福
岡
藩
で
は
真
宗
寺
院
に
お
い
て
西
派
の
寺
院
が
九
割
以
上
を
占
め
て
お

り
、
圧
倒
的
に
西
派
優
位
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
や
地
理
的
に
近
い
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

福
岡
藩
領
へ
移
転
し
て
き
た
寺
院
同
士
で
は
移
転
後
も
同
郷
の
よ
し
み
も
あ
り

お
互
い
に
連
絡
を
取
り
合
っ
た
り
旧
交
を
温
め
合
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

小
石
原
の
浄
満
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
浄
満
寺
五
世
玄
宅
の
代

に
久
留
米
藩
か
ら
福
岡
藩
へ
移
転
し
た
が
、六
世
玄
仲
が
元
禄
十
一（
一
六
九
八
）

年
に
往
生
し
た
後
無
住
の
寺
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
七
世
住
職
と
し
て
迎
え
ら
れ
た

の
は
篠
栗
妙
福
寺
の
隠
居
了
渓
で
あ
っ
た
。
浄
満
寺
と
妙
福
寺
は
久
留
米
藩
時
代

に
は
同
じ
地
域
吉
井
に
あ
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
そ
の
後
両
寺
は
小
石
原
と
篠
栗
と

離
れ
た
地
域
に
移
転
し
た
が
、
同
郷
と
し
て
の
つ
き
あ
い
が
続
い
て
い
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
浄
満
寺
の
聖
徳
太
子
と
七
高
僧
の
影
像
は
久
留
米
藩
を
出
国
し
た
玄
宅

が
「
筑
後
牢
人
」
の
時
に
上
座
郡
の
西
宗
寺
に
預
け
て
い
た
が
、
そ
の
西
宗
寺
が

四
十
年
ほ
ど
預
か
っ
た
後
さ
ら
に
御
笠
郡
原
田
の
伯
東
寺
へ
預
け
ら
れ
た
と
い

う
。
伯
東
寺
で
そ
の
後
五
十
年
ほ
ど
保
管
さ
れ
た
。
伯
東
寺
は
久
留
米
藩
か
ら
移

転
し
た
寺
院
で
あ
る
か
ら
同
じ
境
遇
の
寺
院
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
預
か
り
、
宝

暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
に
浄
満
寺
へ
返
却
し
て
い
る
。
翌
年
の
親
鸞
五
百
回
忌
法

要
を
前
に
し
て
返
還
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
九
十
年
ぶ
り

に
戻
っ
て
く
る
影
像
を
浄
満
寺
住
職
は
村
境
ま
で
門
徒
と
と
も
に
迎
え
に
で
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
最
初
に
久
留
米
藩
主
有
馬
忠
頼
が
領
内
の
真
宗
寺
院
に
対
し
て
東

派
へ
の
強
制
改
派
を
命
じ
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
俗
説
で
言
わ
れ
て
い
る

有
馬
忠
頼
と
西
本
願
寺
門
主
と
の
争
い
が
原
因
で
は
な
く
、
藩
主
に
な
る
前
か
ら

東
本
願
寺
門
主
や
東
派
を
支
持
す
る
大
奥
と
の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
領
内
の
西
派

寺
院
を
東
派
へ
改
派
さ
せ
る
意
志
が
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

次
に
、
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
に
改
派
命
令
が
出
て
か
ら
、
そ
の
後
明
暦
三

（
一
六
五
七
）
年
に
領
外
へ
追
放
さ
れ
た
寺
院
が
複
数
出
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ

の
間
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
各
地
域
の
地
誌
や
市
町
村
史
等
の
記
述
を
も
と
に
移
転
し
た
寺
院
を
全

二
二



体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
れ
と
と
も
に
不
十
分
で
は
あ
る
が
寺
院
調

査
を
行
い
、
残
さ
れ
た
古
文
書
・
記
録
・
言
い
伝
え
な
ど
を
も
と
に
移
転
す
る
際

の
状
況
や
新
た
な
土
地
で
寺
院
を
建
立
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
、
ま
た
移
転
し
た

寺
院
同
士
の
つ
な
が
り
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
『
久
留
米
市
史
』
な
ど
の
市
町
村
史
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ

い
て
、
本
稿
に
て
あ
る
程
度
網
羅
的
に
、
ま
た
時
系
列
的
に
再
整
理
で
き
た
こ
と

は
成
果
で
あ
る
と
思
う
。

今
後
は
寺
院
調
査
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
新
た
な
史
料
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ

り
、
追
放
の
経
緯
や
実
態
、
お
よ
び
追
放
後
の
様
子
に
つ
い
て
研
究
が
深
ま
る
こ

と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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史
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追
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。
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岡
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岡
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史
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史
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史
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史
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